
都立学校の入学料・授業料について 

 

１ 入学料 

都立高等学校へ入学する際には、入学料を納付していただきます。 

納付金額は下欄のとおりです。 

 

全日制課程 ５,６５０円 

      ※入学料の納付が経済的に困難な家庭につきまして、入学料を免除又は 

１/2 減額する制度があります。 

 

２ 授業料 

原則として、全員から授業料を納入していただきます。 

都立高等学校の授業料の納入は下欄のとおりです。 

 

課程 年額 納入回数 １回の納入額 

全日制課程 １１８,８００円 ２回 

① １回目 

３か月分（４月から６月分） 

② ２回目 

 ９か月分（７月から３月分） 

 

＜納入方法＞ 

 次のいずれかの方法で納入していただきます。 

 （１） 預（貯）金口座から引落を行う口座振替（自動払込）制度を利用する方法 

   （２） 納入通知書により金融機関で納入する方法 

 

   ＜納入時期＞ 

 新入生 在校生 

（１）就学支援金を申請しない場合 ① ６月末日 

② ９月末日 

① ４月末日 

② ９月末日 

（２）就学支援金を申請したが、 

不認定となった場合 

① ７月末日 

② 10 月末日 

① ４月末日 

② 10 月末日 

※年額の 12 分の３に当たる額を①に、年額の 12 分の９に当たる額を②に納入します。 

 

３ 授業料の負担軽減制度 

  授業料の軽減については、各支援制度についての御案内をご確認ください 

 


